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減
少
し
た
被
保
険
者
に
係
る
国

民
健
康
保
険
税
の
減
免
の
特
例

を
創
設
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
館
林
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

感
染
し
た
、
又
は
感
染
が
疑
わ

れ
、
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
期
間
が
生
じ
た
被
保
険

者
に
対
し
、
傷
病
手
当
金
の
支

給
を
可
能
と
す
る
特
例
を
規
定

す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
市
営
住
宅
管
理
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
敷
金
に
つ
い

て
、
定
義
及
び
取
扱
い
を
明
記

す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
修
繕

費
用
の
負
担
に
つ
い
て
、
入
居

者
は
通
常
損
耗
及
び
経
年
変
化

に
よ
る
損
傷
の
原
状
回
復
義
務

を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、

市
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
部
分

以
外
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に

入
居
者
の
負
担
と
す
る
取
扱
い

と
す
る
た
め
、
関
連
す
る
規
定

を
改
め
る
も
の
で
す
。
次
に
、

市
営
住
宅
の
明
渡
し
の
際
に
徴

収
す
る
金
銭
の
利
息
の
割
合
に

つ
い
て
、
民
法
上
、
法
定
利
率

が
変
動
制
を
基
礎
に
置
い
た
も

の
と
な
っ
た
の
で
、
具
体
的
な

割
合
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、

法
定
利
率
と
明
記
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
＝
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を

定
め
る
省
令
及
び
建
築
物
に
係

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
の
一
層
の
促
進
そ
の
他
の
建

築
物
の
低
炭
素
化
の
促
進
の
た

め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
省
エ
ネ
性
能
の

評
価
方
法
に
簡
易
な
評
価
方
法

及
び
共
同
住
宅
の
共
有
部
分
を

計
算
し
な
い
評
価
方
法
が
追
加

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に

手
数
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
定

め
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

▽
館
林
市
防
災
情
報
伝
達
シ
ス

テ
ム
整
備
工
事
請
負
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
＝
災
害
発
生
時
に

お
け
る
住
民
へ
の
防
災
情
報
伝

達
手
段
の
多
様
化
を
図
る
た
め
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
情
報
端

末
、
屋
外
拡
声
子
局
、
戸
別
受

信
機
等
を
用
い
た
防
災
情
報
伝

達
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
工
事

請
負
契
約
に
つ
い
て
、
条
件
付

き
一
般
競
争
入
札
の
結
果
、
２

億
９
１
２
２
万
５
０
０
０
円
で

契
約
す
る
に
当
り
、
議
会
の
議

決
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

専
決
処
分

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
税
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
）
＝
（
全
員
一
致
で
承
認
）

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
都
市

計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
）＝（
全
員
一
致
で
承
認
）

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
）
＝
地
方
税
法
施

行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
が
、
本
年
３
月
31
日
に
公
布

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
国
民
健

康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
の
課

税
限
度
額
を
61
万
円
か
ら
63
万

円
に
、
介
護
納
付
金
課
税
額
の

課
税
限
度
額
を
16
万
円
か
ら
17

万
円
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
措
置
に
つ
い
て
、
５
割
軽

減
及
び
２
割
軽
減
の
対
象
と
な

る
世
帯
の
軽
減
判
定
所
得
の
算

定
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
数

に
乗
ず
べ
き
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ

28
万
円
か
ら
28
万
５
０
０
０
円

に
、
51
万
円
か
ら
52
万
円
に
引

き
上
げ
、
国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
対
象
を
拡
大
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
専
決

処
分
し
た
も
の
で
、
賛
成
多
数

で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

＝
（
全
員
一
致
で
承
認
）

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
都
市

計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
）＝（
全
員
一
致
で
承
認
）

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
令
和
２
年
度

館
林
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
））
＝
（
全
員
一
致
で

承
認
）

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
令
和
２
年
度

館
林
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
））
＝
（
全
員
一
致
で

承
認
）補

正
予
算

▽
令
和
２
年
度
館
林
市
一
般　

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
＝

２
億
６
２
４
３
万
８
０
０
０
円

を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
３
６
７
億
６

２
７
３
万
２
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
令
和
２
年
度
館
林
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
＝
４
８
０
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
そ
れ
ぞ
れ
79
億
９
５
１
２

万
５
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算
（
追
加
議
案
）

▽
令
和
２
年
度
館
林
市
一
般　

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
＝

８
２
８
２
万
８
０
０
０
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
３
６
８
億
４
５
５

６
万
円
と
す
る
も
の
で
、
全
員

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。


